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(57)【要約】
【課題】都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグを１９重量％以上含むガラス原料から
製造される、素材安定性に優れ、一般的な工芸ガラスと共に使用する場合にもクラックを
生じさせない褐色ガラスを提供する。
【解決手段】都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグを、ガラス原料の全重量を基準に
して１９重量％～５０重量％の量で含むガラス原料から製造された褐色ガラスであって、
好ましくは、線膨張係数α（室温～３００℃）が、（１０３±７）×１０－７／℃の範囲
内である。また、熔融スラグを元素分析することにより得られた各元素の重量パーセンテ
ージに０．６をかけた値を、褐色ガラスに導入される熔融スラグ中の各元素由来の酸化物
の重量パーセンテージと規定した場合に、褐色ガラスが酸化物換算による重量％表示で、
ＳｉＯ２４５～６０％；Ｎａ２Ｏ１１．５～１２．５％；Ｂ２Ｏ３１．２～１．５％；Ｋ

２Ｏ５．５～８．０％；ＣａＯ５．０～８．５％；Ａｌ２Ｏ３２．０～３．０％；Ｓｂ２

Ｏ３０．２～０．４％；ＺｎＯ２．０～３．０％；ＢａＯ２．０～３．０％；Ｆ２０．０
５～０．１５％；Ｌｉ２Ｏ０．２～０．４；Ｍｇ０．２～０．４；Ｆｅ２Ｏ３０．４～０
．８；ＴｉＯ２０．２～０．５；を含む前記褐色ガラスも提供される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグを、ガラス原料の全重量を基準にして１９重
量％～５０重量％の量で含むガラス原料から製造された褐色ガラス。
【請求項２】
　線膨張係数α（室温～３００℃）が、（１０３±７）×１０－７／℃の範囲内である、
請求項１に記載の褐色ガラス。
【請求項３】
　熔融スラグを元素分析することにより得られた元素Ｓｉ：Ｎａ：Ｂ：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ：
Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重量比を褐色ガラス中の熔融スラグ由
来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：ＣａＯ：Ａｌ２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：Ｚ
ｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３：ＴｉＯ２の重量比と仮定し、さら
に褐色ガラス中の熔融スラグ由来のこれらの物質の重量が、ガラス原料中の熔融スラグの
６０重量％であると仮定した場合に、褐色ガラスがＳｉＯ２４５～６０％；Ｎａ２Ｏ１１
．５～１２．５％；Ｂ２Ｏ３１．２～１．５％；Ｋ２Ｏ５．５～８．０％；ＣａＯ５．０
～８．５％；Ａｌ２Ｏ３２．０～３．０％；Ｓｂ２Ｏ３０．２～０．４％；ＺｎＯ２．０
～３．０％；ＢａＯ２．０～３．０％；Ｆ２０．０５～０．１５％；Ｌｉ２Ｏ０．２～０
．４；ＭｇＯ０．２～０．４；Ｆｅ２Ｏ３０．４～０．８；ＴｉＯ２０．２～０．５；を
含む請求項１または２に記載の褐色ガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグを含むガラス原料から製造される褐
色ガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年においては、都市ゴミを焼却して生じる都市ゴミ焼却灰は、熔融処理されて熔融ス
ラグが形成され、この熔融スラグは、得られた熔融スラグ自体の形状を利用して、埋戻材
、アスファルト骨材、コンクリート骨材、建材などに使用されてきた。一方で、ゴミ焼却
灰から製造された熔融スラグをガラス原料として使用し、様々な形状に加工されたガラス
製品を製造する試みもなされているが、この技術は依然として進展していない。これは、
たとえ熔融スラグの元素分析を行ったとしても、熔融スラグの組成の詳細まで特定するの
は困難なので、所定の特性を有する着色ガラスを製造するために、ガラス原料をどのよう
に選択するかが非常に困難であったことに起因している。
【０００３】
　例えば、全重量を基準として２０重量％を超える熔融スラグをガラス原料として使用す
ると、得られた着色ガラスから成形されたガラス製品にはクラックが発生する場合があっ
た。また、このような割合で熔融スラグをガラス原料として使用する場合には、熔融スラ
グ中の成分が不明なので、得られた着色ガラスの膨張係数と、工芸用ガラスの一般的な線
膨張係数α（室温～３００℃）＝約１０３×１０－７／℃とを合わせるのが困難であり、
このため、熔融スラグを高い割合で含むガラス原料から得られた着色ガラスを、上記線膨
張係数を有する透明の工芸用マザーガラスに内被せ、外被せすることなどにより得られた
ガラス製品にはクラックが発生する場合があり、その強度も不充分な場合があった。また
、熔融スラグをガラス原料として使用して、上記特性を満足しつつ、特定の色、特に、褐
色を有する着色ガラスを得るための技術も従来明らかにされていなかった。
【０００４】
　ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグ自体の色に関しては、特許文献１に、廃棄物熔融
による着色スラグの製造方法として、所定の製造方法を用いることにより、黄色、黄緑色
、茶色、銀色などに着色されたスラグが得られることが記載されている。また、特許文献
２には、熔融スラグに炭素および／またはガラス構成元素の窒化物もしくは炭化物を添加
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した後、不活性ガス雰囲気下で、加熱熔融させることを特徴とする灰熔融スラグの透明化
方法が記載されている。しかし、これら文献の記載は、熔融スラグ自体の色に関するもの
であり、熔融スラグを含むガラス原料から製造される着色ガラスの色に関連するものでは
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－２２４１４６号公報
【特許文献２】特開平８－５９３０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　よって、本発明が解決しようとする課題は、都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグ
を２０重量％以上含むガラス原料から製造される、素材安定性に優れ、一般的な工芸ガラ
スと共に使用する場合にもクラックを生じさせず、強度に問題のない褐色ガラスを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の形態は、都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグを、ガラス原料の全
重量を基準にして１９重量％～５０重量％の量で含むガラス原料から製造された褐色ガラ
スである。
　本発明の第２の形態は、線膨張係数α（室温～３００℃）が、（１０３±７）×１０－

７／℃である前記褐色ガラスである。
　本発明の第３の形態は、熔融スラグを元素分析することにより得られた元素Ｓｉ：Ｎａ
：Ｂ：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ：Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重量比を褐色
ガラス中の熔融スラグ由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：ＣａＯ：Ａｌ

２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３：ＴｉＯ２

の重量比と仮定し、さらに褐色ガラス中の熔融スラグ由来のこれらの物質の重量が、ガラ
ス原料中の熔融スラグの６０重量％であると仮定した場合に、褐色ガラスがＳｉＯ２４５
～６０％；Ｎａ２Ｏ１１．５～１２．５％；Ｂ２Ｏ３１．２～１．５％；Ｋ２Ｏ５．５～
８．０％；ＣａＯ５．０～８．５％；Ａｌ２Ｏ３２．０～３．０％；Ｓｂ２Ｏ３０．２～
０．４％；ＺｎＯ２．０～３．０％；ＢａＯ２．０～３．０％；Ｆ２０．０５～０．１５
％；Ｌｉ２Ｏ０．２～０．４；ＭｇＯ０．２～０．４；Ｆｅ２Ｏ３０．４～０．８；Ｔｉ
Ｏ２０．２～０．５；を含む請求項１または２に記載の褐色ガラスである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグをガラス原料の２５重量％～５０
重量％含むことができるので、従来法と比較して熔融スラグを多量に使用することが可能
となり、廃棄物のより有効な利用を可能し、かつ原材料コストの低減も図れるという有利
な効果を奏する。また、従来は褐色または茶色の物質として熔融スラグ自体しか得られて
おらず、一方でガラス素材としては薄緑色のものしか得られていなかったが、本発明は、
様々に加工できるガラス素材として褐色のガラスを得ることができるという有利な効果を
奏する。さらに、本発明は、線膨張係数α（室温～３００℃）が、（１０３±７）×１０
－７／℃の範囲内なので、同様の線膨張係数を有する他の着色および／または無色のガラ
ス、例えば、いわゆる工芸用マザーガラスなどと組み合わせて、例えば、内被せ、外被せ
などして、クラック発生のない、様々なガラス製品を提供できるという有利な効果を奏す
る。さらに、本発明の褐色ガラスは、成形などの加工の際の作業性にも優れているという
有利な効果を奏する。また、本発明においては、組成の詳細が不明な熔融スラグであって
も、熔融スラグを元素分析することにより得られた元素Ｓｉ：Ｎａ：Ｂ：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ
：Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重量比を褐色ガラス中の熔融スラグ
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由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：ＣａＯ：Ａｌ２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：
ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３：ＴｉＯ２の重量比と仮定し、さ
らに褐色ガラス中の熔融スラグ由来のこれらの物質の重量が、ガラス原料中の熔融スラグ
の６０重量％であると仮定するという簡便な方法を用いることにより、上記所定の効果を
奏する褐色ガラスを容易に製造できるという有利な効果も奏する。特にこの形態において
は、他のガラスと線膨張係数を合わせる場合に、各酸化物の含有量を仮定できるので、か
なり容易に線膨張係数の調整を行うことができるという利点がある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明において、「都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグ」とは、都市ゴミをゴミ
焼却場において焼却して得られた焼却灰を高温で熔融させたものを水中で冷却、固化する
ことにより製造された熔融スラグをいう。熔融スラグは、都市ゴミ焼却灰から製造される
のであるから、元になるゴミの相違、焼却および熔融スラグ製造施設の相違などによって
、その組成は変動する。例えば、富山市の都市ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグを蛍
光Ｘ線法により元素分析すると、２００９年のある時点で得られたものでは、測定可能で
あったものに関しては元素比（重量％）はＳｉ＝２７．７８；Ｎａ＝１．１；Ｋ＝２．６
７；Ｃａ＝４６．９１；Ａｌ＝９．７８；Ｚｎ＝０．０７５；Ｂａ＝０．４４；Ｍｇ＝１
．３０；Ｆｅ＝３．８２；Ｔｉ＝３．３８であり、２０１０年のある時点で得られたもの
では、測定可能であったものに関しては元素比（重量％）はＳｉ＝３３．４６；Ｎａ＝２
．５３；Ｋ＝２．４；Ｃａ＝３９．３３；Ａｌ＝１２．６５；Ｚｎ＝０．１８；Ｂａ＝０
．３４；Ｍｇ＝１．８６；Ｆｅ＝３．５０；Ｔｉ＝２．１２であった（なお、これらの合
計が１００重量％とならないのは、その他の成分が存在しうるからである）。
【００１０】
　本発明において、ガラス原料とは、本発明の褐色ガラスを製造するための原料であり、
ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグをガラス原料の全重量を基準にして、１９重量％以
上、２０重量％以上、２５重量％以上、３０重量％以上、３５重量％以上、４０重量％以
上、または４５重量％以上含むことができる。また、ガラス原料は、ゴミ焼却灰から製造
された熔融スラグをガラス原料の全重量を基準にして３０重量％以下、３５重量％以下、
４０重量％以下または５０重量％以下含むことができる。ここで記載されたガラス原料中
の熔融スラグの量の上限および下限は任意に組み合わせ可能である。好ましくは、ガラス
原料は、ゴミ焼却灰から製造された熔融スラグをガラス原料の全重量を基準にして１９重
量％～５０重量％、２５重量％～５０重量％、より好ましくは、３０重量％～５０重量％
、さらにより好ましくは、３５重量％～５０重量％、さらにより好ましくは、３５重量％
～４０重量％含むことができる。
【００１１】
　ガラス原料は、熔融スラグに加えて、必須成分の１つとしてＮＯ３

－も含む。ＮＯ３
－

は酸化剤として機能し、熔融スラグに含まれる鉄と反応して、ガラス原料から製造される
ガラスを褐色にすると考えられる。ＮＯ３

－の量は熔融スラグに含まれる鉄元素の量に応
じて適宜選択されるものであり、ＮＯ３

－の量が少な過ぎると、ガラス原料中の酸化能力
の不足によって褐色が発色しない。一方、ＮＯ３

－の量が過剰であると、膨張係数が大き
くなりすぎるので好ましくない。例えば、後述されるような、熔融スラグを元素分析する
ことにより得られた元素Ｓｉ：Ｎａ：Ｂ：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ：Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ
：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重量比を褐色ガラス中の熔融スラグ由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ
：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：ＣａＯ：Ａｌ２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２

Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３：ＴｉＯ２の重量比と仮定し、さらに褐色ガラス中の熔融スラグ
由来のこれらの物質の重量が、ガラス原料中の熔融スラグの６０重量％であると仮定した
場合に、最終的に得られた褐色ガラス中のＦｅ２Ｏ３の重量に対するガラス原料中のＮＯ

３
－重量の割合（すなわち、原料中ＮＯ３

－重量／最終Ｆｅ２Ｏ３重量）は、好ましくは
１１．５～１４．０、より好ましくは、１１．８～１３．５である。ＮＯ３

－は硝酸塩の
形態でガラス原料中に含まれ、硝酸塩としては、ＮａＮＯ３、またはＫＮＯ３が好ましく
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、価格の観点からＮａＮＯ３が最も好ましい。
【００１２】
　ガラス原料は、熔融スラグ、ＮＯ３

－の他に、主原料として、ケイ砂、スラグ、ソーダ
灰、石灰石を含み、必要に応じて、融剤としての無水硼砂、化学的耐久性に関与する水酸
化アルミニウム、融剤としておよび光沢に関与する炭酸カリウム、融剤として炭酸バリウ
ム、亜鉛華、炭酸リチウム、酸化還元剤として酸化アンチモン、清澄剤としてクレオライ
トなどを含む。また、ガラス原料は、必要に応じて、酸化チタン、酸化セリウム、ベンガ
ラなどの着色剤を含んでいても良い。さらに、ガラス原料は、本発明の効果の妨げになら
ない限りは、ガラスの製造において使用されうるこれら以外の任意の成分を含むことがで
きる。ガラス原料中に含まれる各成分の量については、ガラス原料から製造される褐色ガ
ラスが本発明の所定の特性を奏するように適宜選択される。
【００１３】
　本発明の褐色ガラスは、好ましくは、線膨張係数α（室温～３００℃）が、（１０３±
７）×１０－７／℃の範囲内であり、より好ましくは、（１０３±４）×１０－７／℃の
範囲内、さらにより好ましくは、（１０３±２）×１０－７／℃の範囲内である。本発明
における線膨張係数とは、本発明の褐色ガラスと線膨張係数が明らかとなっているガラス
とを用いたバイメタルファイバー法で測定された、これらの線膨張係数の差に基づいて決
定される。詳細は本明細書中の実施例に記載されている。
【００１４】
　本発明の褐色ガラスにおける「褐色」とは、観察者が目視により褐色と認めることがで
きる色が該当し、薄い褐色～濃い褐色であってよく、黄色みがかった褐色、赤みがかった
褐色なども該当する。
【００１５】
　本発明のある実施形態においては、熔融スラグを元素分析することにより得られた元素
Ｓｉ：Ｎａ：Ｂ：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ：Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重
量比を褐色ガラス中の熔融スラグ由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：Ｃ
ａＯ：Ａｌ２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３

：ＴｉＯ２の重量比と仮定し、さらに褐色ガラス中の熔融スラグ由来のこれらの物質の重
量が、ガラス原料中の熔融スラグの６０重量％であると仮定した。熔融スラグの元素分析
に使用される方法については、特に限定されないが、例えば、蛍光Ｘ線分析が挙げられる
。本発明において、「熔融スラグを元素分析することにより得られた元素Ｓｉ：Ｎａ：Ｂ
：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ：Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重量比を褐色ガラ
ス中の熔融スラグ由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：ＣａＯ：Ａｌ２Ｏ

３：Ｓｂ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３：ＴｉＯ２の重
量比と仮定し、さらに褐色ガラス中の熔融スラグ由来のこれらの物質の重量が、ガラス原
料中の熔融スラグの６０重量％であると仮定した」とは、例えば、元素分析によって、元
素比（重量％）Ｓｉ＝３３．４６；Ｎａ＝２．５３；Ｋ＝２．４；Ｃａ＝３９．３３；Ａ
ｌ＝１２．６５；Ｚｎ＝０．１８；Ｂａ＝０．３４；Ｍｇ＝１．８６；Ｆｅ＝３．５０；
Ｔｉ＝２．１２（重量パーセンテージの合計は９８．３７％）が得られた場合に、この合
計９８．３７％が６０重量％となるように、これら各元素の重量比に「０．６１」をかけ
た値が、褐色ガラス中の熔融スラグ由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：
ＣａＯ：Ａｌ２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ

３：ＴｉＯ２の重量比となるものである。なお、上記規定において、熔融スラグ中に含ま
れる上記酸化物以外の成分は「その他」の成分として考えることとする。
【００１６】
　本発明のある実施形態においては、熔融スラグを元素分析することにより得られた元素
Ｓｉ：Ｎａ：Ｂ：Ｋ：Ｃａ：Ａｌ：Ｓｂ：Ｚｎ：Ｂａ：Ｆ：Ｌｉ：Ｍｇ：Ｆｅ：Ｔｉの重
量比を褐色ガラス中の熔融スラグ由来の物質ＳｉＯ２：Ｎａ２Ｏ：Ｂ２Ｏ３：Ｋ２Ｏ：Ｃ
ａＯ：Ａｌ２Ｏ３：Ｓｂ２Ｏ３：ＺｎＯ：ＢａＯ：Ｆ２：Ｌｉ２Ｏ：ＭｇＯ：Ｆｅ２Ｏ３

：ＴｉＯ２の重量比と仮定し、さらに褐色ガラス中の熔融スラグ由来のこれらの物質の重
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量が、ガラス原料中の熔融スラグの６０重量％であると仮定した場合に、褐色ガラスがＳ
ｉＯ２４５～６０％；Ｎａ２Ｏ１１．５～１２．５％；Ｂ２Ｏ３１．２～１．５％；Ｋ２

Ｏ５．５～８．０％；ＣａＯ５．０～８．５％；Ａｌ２Ｏ３２．０～３．０％；Ｓｂ２Ｏ

３０．２～０．４％；ＺｎＯ２．０～３．０％；ＢａＯ２．０～３．０％；Ｆ２０．０５
～０．１５％；Ｌｉ２Ｏ０．２～０．４；ＭｇＯ０．２～０．４；Ｆｅ２Ｏ３０．４～０
．８；ＴｉＯ２０．２～０．５；を含む。
【００１７】
　ガラス原料から褐色ガラスを製造する方法としては、当該技術分野において周知の任意
の方法を使用できる。例えば、ガラス原料をよく攪拌し、熔解炉のるつぼに投入し、標準
的な熔融温度である１３５０℃～１４００℃で熔融し、本発明の褐色ガラスにされる。
【００１８】
　本発明の褐色ガラスは、同様の膨張係数を有する、無色および／または着色ガラス、例
えば、工芸用マザーガラスなどと共に、例えば、内被せ、外被せでガラス製品に成形され
うる。また、本発明の褐色ガラスは単味でもガラス製品に成形されうる。本発明の褐色ガ
ラスから成形されるガラス製品の形状、種類は特に限定されるものではなく、例えば、皿
、コップなどの容器、タイルなどの装飾用部品などが挙げられるがこれらに限定されるも
のではない。
【実施例】
【００１９】
　以下の実施例１～５において使用された熔融スラグは、富山市の都市ゴミ焼却灰から製
造された熔融スラグであり、蛍光Ｘ線元素分析を行った結果、熔融スラグ中の元素は、検
出されたものとして以下の重量％であった：Ｓｉ＝３３．４６；Ｎａ＝２．５３；Ｋ＝２
．４；Ｃａ＝３９．３３；Ａｌ＝１２．６５；Ｚｎ＝０．１８；Ｂａ＝０．３４；Ｍｇ＝
１．８６；Ｆｅ＝３．５０；Ｔｉ＝２．１２。この熔融スラグについては、上記各元素の
存在割合（重量％）に０．６１をかけて得られた値を、それぞれの以下の酸化物の存在割
合とした：ＳｉＯ２＝２０．０８；Ｎａ２Ｏ＝１．５２；Ｋ２Ｏ＝１．４４；ＣａＯ＝２
３．６０；Ａｌ２Ｏ３＝７．５９；ＺｎＯ＝０．１１；ＢａＯ＝０．２０；ＭｇＯ＝１．
１２；Ｆｅ２Ｏ３＝２．１０；ＴｉＯ２＝１．２７。表１に示されたガラス中の成分とな
るように、上記熔融スラグに加えて、サラワク珪砂、ソーダ灰、無水硼砂、石灰石、水酸
化アルミニウム、硝酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸バリウム、亜鉛華（酸化亜鉛）、
炭酸リチウム、酸化アンチモン、クレオライトがガラス原料として使用された。
【００２０】
　上記ガラス原料は充分に混合された後に、熔解炉のるつぼに投入され、１３５０℃で約
８～１０時間熔融されて水飴状のガラス物質を得て、単味、ロッド、またはブロック用塊
（５ｃｍ×４ｃｍ×１．５～２ｃｍ）、標準透明工芸用ガラス（線膨張係数α＝１０３×
１０－７／℃）に上記着色ガラスを内被せおよび外被せしたもの、２～３ｍｍのガラス棒
を作成した。これらは徐冷窯にいれられて徐歪され、得られた成型品について、破損の有
無、色調、泡、脈理、ぶつなどを目視で観察した。さらに、ガラス片を作成する間の作業
性について、作業者の主観的判断による評価を行った。線膨張係数の差は、標準透明工芸
ガラスと、得られた着色ガラスとの間の線膨張係数の差をバイメタルファイバー法で測定
した。すなわち、それぞれのガラスについて、長さ１５ｃｍ程度、直径２～３ｍｍのガラ
ス棒を作成し、標準透明ガラス棒と着色ガラス棒とを棒の中央部分で加熱熔着させて、ガ
ラス棒の両端を引っ張って０．３ｍｍ程度のファイバーを形成した。このファイバーの両
端を切断し、線膨張係数の差があった場合には線膨張係数の大きい方が内側に湾曲するの
で、その源の部分が３００ｍｍになるようにセクションペーパー上におく。そして、弦の
中央から湾曲したファイバーまでの距離をｈｍｍ、ファイバーの径（２本融着）をφｍｍ
とすると、Δα＝（ｈ×φ）×１０－７／０．６２／℃で表される。
【００２１】
　実施例１～実施例５の結果は以下の表１に示される。表１から明らかなように、熔融ス
ラグを２０～３０重量％含むガラス原料から褐色ガラスが製造され、この褐色ガラスから
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の成型品には泡、脈理、ぶつなどの不都合がなく、これらの褐色ガラスは作業性も良好で
あった。また、標準透明工芸用ガラスに内被せまたは外被せした成型品には破損が生じな
かったので、これらの褐色ガラスはα＝１０３×１０－７／℃と同等の線膨張係数を有し
ているものと考えられた。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　以下の実施例および比較例１においては、富山市の都市ゴミ焼却灰から製造された熔融
スラグが使用された。使用された熔融スラグ自体については元素分析は行わなかったが、
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この熔融スラグに含まれる各元素の酸化物の組成を仮定するために、過去に行った２つの
別の熔融スラグについての蛍光Ｘ線分析値の平均値を採用した。この平均値は重量％で、
Ｓｉ＝２０．８；Ｎａ＝１．９；Ｋ＝１．６１；Ｃａ＝２０．７；Ａｌ＝１１．７；Ｚｎ
＝０；Ｂａ＝０；Ｍｇ＝１．１８；Ｆｅ＝０．７１；Ｔｉ＝０．８２５（合計５９．４％
）であった。この熔融スラグについては、上記各元素の存在割合（重量％）を、そのまま
、着色ガラス中の熔融スラグ由来の酸化物の存在割合：ＳｉＯ２＝２０．８；Ｎａ２Ｏ＝
１．９；Ｋ２Ｏ＝１．６１；ＣａＯ＝２０．７；Ａｌ２Ｏ３＝１１．７；ＺｎＯ＝０；Ｂ
ａＯ＝０；ＭｇＯ＝１．１８；Ｆｅ２Ｏ３＝０．７１；ＴｉＯ２＝０．８２５とした。
　実施例１３～１７においては、表中に示されるように、ガラス原料に着色剤として、酸
化セリウム、酸化チタン、ベンガラが使用された。
実験方法は、上記実施例１～５と同じであった。結果は以下の表２および表３に示される
。
【００２４】
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【表２】
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【表３】

【００２５】
　実施例６～１６に示されるように、本願発明の所定の効果を奏する褐色ガラスが得られ
た。比較例１において着色ガラスの色が黄緑色となったのは、硝酸ナトリウムの量が少な
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かったためと考えられる。上記実施例において、作業性の項目で、「固くなりやすい」、
「やや固め」と記載されているが、これらの場合であっても作業性に問題はない。実施例
９～実施例１６に示されるように、本発明の褐色ガラスは線膨張係数α＝（１０３±７）
×１０－７／℃を有しうる。また、実施例１３～１４においては、ガラス原料に着色剤が
使用された場合であっても、得られる褐色ガラスは本願発明の効果を奏していた。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明の褐色ガラスは、他のガラス材料と組み合わせてまたは単独で工芸用ガラス材料
として使用されうる。また、本発明の褐色ガラスは、皿、コップなどの容器、タイルなど
の装飾用部品など様々な物品に使用可能である。
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